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　本件では、個人事業税の課税対象となる
「代理業」（地方税法72条の2⑧二十三）の
意義、具体的には、代理権を有しない者が行
う取引の媒介業務が「代理業」に当たるか否
かが争点となった。
　一審の東京地裁は、「代理業」の意義につ
いて、反対の解釈をすべき特段の事由がない
限り、商法（同条1条）の規定と整合的に解
釈することが相当との考えを示した。その上
で、個人事業税に係る規定の内容や趣旨、事
業税の性格等に照らしても、「代理業」の意
義について、商法27条（表1参照）が定義
する「代理商」の業務の内容と異なる解釈を
すべき特段の事由は見当たらないとした。
　さらに東京地裁は、所得税法上の事業所得
に関する解釈も踏まえて、「代理業」とは
「自己の計算と危険において独立して反復継
続的に営まれる事業であって、手数料等の報
酬の収得を目的として、一定の商人のため
に、その平常の営業の部類に属する取引の代

理又は媒介をするもの」との解釈を示した。
原判決を不服とした原告は控訴し、表2のと
おり補充主張を行った。
　これに対し東京高裁は、まず控訴人の表2
①の主張に対しては、①関連する商法27条
の「代理商」の業務の内容に照らして取引の
代理又は仲介をする事業と解したからといっ
て、許されない拡張解釈をするものとはいえ
ない、②控訴人らが指摘する銀行法や旅館業
法は、それぞれの趣旨・目的を踏まえた定義
規定を置く事により当該法律における「代理
業」の範囲を画しているにすぎず、定義規定
がない他の法律における「代理業」の解釈に
ついて一定の方向性を示唆するものとはいえ
ない、③地方税法が個人事業税の課税客体を
限定列挙したのは課税技術上の観点によるも
のと解され、限定列挙されていることから
「代理業」について代理権を有する場合に限
られるとの解釈が導かれるものではないとし
て、その主張を排斥した。

　既報の通り、保険外交員の業務が個人事業税の課税対象となる「代理業」に該当するか
否かが争われた事案の一審では納税者側が敗訴したところ（本誌1067号参照）。地方税法が
「代理業」の定義を規定していないことから「代理業」の意義が争われたが、納税者側の『代
理権を有しない者が行う取引の「媒介」業務は「代理業」に該当しない』との主張に対し東
京地裁は、商法27条が定義する「代理商」の業務の内容に基づき、「媒介」も含まれるとの
解釈を示していた。
　東京高裁も原判決を支持し、令和7年10月2日、納税者の控訴を棄却した。
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